
  

第４章 
基本方針・基本目標と実現方策 

4.1 将来の見通し 

4.2 基本方針 

4.3 基本目標と実現方策 

4.4 基本目標１ 快適な暮らし 

4.5 基本目標２ 安心・安全な生活 

4.6 基本目標３ 持続的で豊かな環境 
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第４章 基本方針・基本目標と実現方策 

4.1 将来の見通し 
 

本市の「平成 30（2018）年度 次期総

合計画における将来人口推計調査報告書」

による高位推計人口をもとに本市の人口の

推計を行いました。（図 4-1-1） 

これによると、人口のピークは令和８

（2026）年度の 213,179 人となります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-1-1 将来人口の推計結果 
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4.2 基本方針 

 
 
 
 
 

上位計画にあたる「流山市総合計画」にお

いて、まちづくりの基本政策の一つとして

「良質な住環境のなかで暮らせるまち」が

掲げられています。（図 4-2-1）それを実

現するための方針の一つとして、「衛生的な

下水道サービスを提供する」との方針が示

されています。 

 一方、毎年行っている「ながれやままちづ

くり達成度アンケート」において憩いの場

としての河川環境、良好な市街地の形成・維

持について、現状の満足度と今後の重要度

に関する設問があります。現状では約 80％

が満足しています。今後の重要度では約

90％が現状で満足しています。 

快適な暮らしを支えることは、「まちづく

りの基本政策」でもあり、将来の本市の下水

道の目指すべき基本方針として「市民の快

適な暮らしを支える下水道」をかかげまし

た。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-2-1 流山市総合計画において目指す方向性  

【基本方針】 

～市民の快適な暮らしを支える下水道～ 

目指すまちのイメージ まちづくりの基本政策 

まちづくりの基本理念 

① 安心・安全で快適に暮らせるまち 

② 生きがいを持って健康・長寿に暮らせるまち 

③ 良質な住環境のなかで暮らせるまち 

④ 賑わいと魅力のあるまち 

⑤ 誰もが自分らしく暮らせるまち 

⑥ 子どもをみんなで育むまち 

① 市民の知恵と力が活きるまちづくり 

② 市民が誇りと歓びを持てるまちづくり 

③ 市民・都市・コミュニティが健康なまちづくり 
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4.3 基本目標と実現方策 

 
国土交通省の「新下水道ビジョン」を踏

まえ、本市の下水道ビジョンでは、下水道

事業の課題を視点ごとに整理し、３つの視

点と 10 の実現方策を設定しました。（表

4-3-1） 

 
表 4-3-1 流山市下水道事業の目指す将来像 

国土交通省 

新下水道ビジョン（下水道の使命） 
流山市下水道の課題 視点 

1.循環型社会の構築に貢献 下水道未整備区域の整備 

未接続世帯への普及・啓発 

下水道施設の維持管理 

下水道管への浸入する不明水 

合併処理浄化槽への転換促進 

快適な暮らし 

2.強靭な社会の構築に貢献 雨水対策事業 

下水道施設の地震対策 

業務継続計画（BCP） 

安心・安全な生活 

3.新たな価値の創造に貢献 経営基盤 

下水道資源の有効活用 

普及啓発・広報活動 

持続的で豊かな環境 

 
   1.快適な暮らし 

1-1 下水道未整備区域の整備 

1-2 下水道水洗化率の向上 

1-3 合併処理浄化槽への転換促進 

1-4 下水道施設のストックマネジメントの推進 

 2.安心・安全な生活 

2-1 地震対策 

2-2 浸水対策 

2-3 災害対策 

 3.持続的で豊かな環境 

3-1 健全な下水道経営の維持向上 

3-2 適正な執行体制の確立 

3-3 市民の理解と協働の促進 

視 

点 

と 

実 

現 

方 

策 

不明水とは、分流式下水道の汚水系統に流入する下水のうち、常時浸入地下水、雨天時浸入地下水、直
接浸入水、その他不明水等からなるものをいいます。 
【不明水対策】 

宅内排水設備：誤接合の解消、管口や破損による水密性不良の修繕・改築 
公共汚水桝：ふた穴や周辺からの浸入は、ふたの交換やふた穴の閉塞 
取付管・下水道本管：継ぎ手部の破損は、修繕・改築 
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4.4 基本目標１ 快適な暮らし 

 
 
 

 令和６（2024）年度末までに既成市街地の整備を概成し、下水道普及率 96％を目指

します。また、令和 10（2028）年度末までに運動公園周辺地区の整備を完了し、下水

道普及率 98％を目指します。 

 
下水道未整備区域の整備を進めるにあた

り、汚水処理施設の基本方針となる流山市

汚水適正処理構想には大きく分類して、下

水道計画区域と浄化槽計画区域の２つがあ

ります。（図 4-4-1） 

令和４年度に千葉県が全県域汚水適正処

理構想の見直しを行うことに併せて、本市

も新川耕地地区の一部の都市計画の変更を

受け、下水道計画区域とする等の見直しを

行います。 

下水道未整備区域の面積は、既成市街地

で残り約３８ha、運動公園周辺地区は残り

約１２６ha となっています。 

運動公園周辺地区の下水道整備は土地区

画整理事業施行者の千葉県と事業推進を図

るため事業委託等の見直しを検討します。 

 
 

表 4-4-1 計画スケジュールと目標 

 
  

4.4.1 実現方策 1-1 下水道未整備区域の整備 
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図 4-4-1 流山市汚水適正処理構想 令和 4（2022）年度見直し 

初石駅          

利根運河         

山          

道          

江戸川台駅          

JR 武蔵野線          

南流山駅          

運河駅          

野田市         

江戸川         

流          

街          

埼 

玉 

県  

柏市         

つくばエクスプレス          

流山おおたかの森駅          

流山セントラルパーク駅          

平和台駅          

流山駅          
市役所          

鰭ヶ崎駅          

松戸市         

南柏駅          

豊四季駅          

東武野田線          
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 公共下水道の令和３（2021）年度末の水洗化率は 93.2％で、毎年度 1 ポイント上げ

ることを目標として、100％を目指します。 

 
 公共下水道が整備された地域では、下水

道法により、速やかに公共下水道に接続す

ることが義務付けられています。公共下水

道への水洗化率は 3.1.2 で述べたように、

令和３（2021）年度末時点で 93.2％まで

到達していますが、全国平均の 95.6％より

2.4 ポイント低くなっています。このこと

から、公共用水域の水質改善や使用料収入

の確保のため、更なる接続率の向上に努め

ていきます。 

 

  公共下水道未接続世帯に啓発活動として戸別訪問による各種助成制度の説明や

パンフレットの配布などを実施します。 

  未接続世帯のリストを作成し、戸別訪問により公共下水道の目的や役割など丁寧

な説明を実施します。 

  未接続の集合住宅（アパート等）に対して積極的に下水道への接続をお願いしま

す。 

  水道の検針業務による戸別訪問時に接続申請のお知らせを配布します。 

  上下水道展で下水道相談所を開設し、排水設備・水洗化工事、資金計画や受益者

負担金など下水道に関する理解と関心を深める機会を増やします。 

 

 

 

 

表 4-4-2 計画スケジュールと目標 

 

  

4.4.2 実現方策 1-2 下水道水洗化率の向上 
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マンホールポンプ：管路施設は、自然流下で流れ
るよう勾配をつけて布設され
ています。平地部では次第に深
くなります。マンホールの中に
ポンプを設置し、地表面付近ま
で汲み上げ、再び浅い位置から
自然流下で下水を流します。 

マンホールポンプ設置個所 

マンホールポンプ操作盤 

マンホールポンプ概要図 
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浄化槽計画区域の転換促進は流山市浄化槽整備計画に基づき上乗せ補助を行い、合併

処理浄化槽の普及のため転換基数として 50 基/年を目指します。

 平成 13 年 4 月 1 日の浄化槽法の改正に

より単独処理浄化槽の新規設置はできなく

なり、単独処理浄化槽の設置者は合併処理

浄化槽への転換に努めることとなっていま

す。 

流山市浄化槽整備計画に基づき上乗せ補

助を行い、合併処理浄化槽の普及を目指し

ます。（利根運河等水質改善モデル事業） 

また、設置した合併処理浄化槽が継続し

て充分な能力を発揮していくために、適正

な維持管理について普及啓発・広報活動を

行っていきます。 

  補助の拡充対策として補助金の上乗せ最大 30 万円/基を実施します。 

  「合併処理浄化槽設置補助制度」を活用した単独処理浄化槽からの合併処理浄化

槽への転換を促進するため、戸別訪問による制度の説明、広報による啓発活動を

実施します。 

  浄化槽の適正な維持管理について、広報活動や戸別訪問による啓発をはかります。 

 
表 4-4-3 計画スケジュールと目標 

 

 
※現状の浄化槽整備基数は、合併処理浄化槽の補助金申請件数を示します。 

  

4.4.3 実現方策 1-３ 合併処理浄化槽への転換促進 
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1 事業の目的 

本計画は、浄化槽計画区域において、単独処理浄化槽および汲み取り便所から合併処理

浄化槽への転換促進することを目的とし、従来の転換に係る補助金制度に加え補助金の

上乗せを行い、より一層の転換事業の加速化を図るものです。 

2 事業の概要 

  浄化槽計画区域の単独処理浄化槽および汲み取り便所を 1０年間で 500 基の合併処理

浄化槽へ転換促進を目標とします。 

① 事 業 の 内 容：浄化槽計画区域内における年間 50 基、10 年で合計 500 基を目標と

した合併処理浄化槽への転換。 

② 事 業 の 期 間：事業期間は令和５年４月１日から令和 15 年３月３１日までの 10 年

間とします。 

③ 対象とする区域：浄化槽計画区域内（特に河川：利 根 運 河 お よ び 坂 川 流 域 の水質浄

化を図る区域を優先とする。） 

④ 補 助 の 対 象：同一の敷地内で汲み取り便所や単独処理浄化槽の処分と合併処理浄化槽

の設置を行う場合 

⑤ 上乗せ補助金：従来の補助金に令和５年度から３年間、30 万円の補助金の上乗せを行

います。 

３ 上乗せ補助金 

 

 

 

 

令和5年度 　　　　 10年目

従来（令和4年度）の補助部分（８６.４万円）
※５人槽（Ｎ２０型）

　　　　　３年目まで

約50
万円

(自己負担)

従来型 30万円上乗せ

自己負担部分

利根運河等水質改善モデル事業 

最大 30 万円の上乗せ補助金を受けると、従来の補助金とあわせて自己負担額は 

平均約２０～３０万円の負担で合併処理浄化槽が設置できます。 

（ 流 山 市 浄 化 槽 整 備 促 進 計 画 ）  
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今後 10 年で供用開始から 50 年が経過したコミュニティプラント（集中浄化槽）で

整備された管路施設の点検を行います。緊急度Ⅰ、Ⅱの管路について 5 年以内に改築を

実施します。

 
効率的かつ効果的な維持・修繕の実施に

より、下水道施設を資産として計画的に維

持管理し、施設を健全な状態に保つことで

道路陥没などの重大事故の発生を未然に防

止し、安全・安心な下水道サービスを提供し

ます。 

本市の下水道管路は、一部供用開始から

30 年以上が経過し、老朽化した管路の割合

が年々増加傾向にあります。 

このような中、下水道管路の点検・調査か

ら修繕・改築に至るまでの一連のプロセス

を計画的に実施することを目的とし、平成

29（2017）年度に「流山市下水道事業ス

トックマネジメント」を策定しました。この

計画に基づき管理を進めていきます。（図

4-4-２） 

 
  予防保全の取り組みとして「流山市下水道事業ストックマネジメント」に基づき、

リスク評価による計画的な点検・調査を行い、下水道管路の老朽度や破損状況（健

全度）を把握するとともに、優先度と事業平準化に配慮した効率的な改築・更新

を実施します。 

  下水道の脱炭素化を図るため、マンホールポンプなど省エネ対応の施設に更新す

ることで温室効果ガスの排出量を低減に取り組みます。 

 

 

 

 

 

表 4-4-4 計画スケジュールと目標 

  

4.4.4 実現方策 1-４ 下水道施設のストックマネジメントの推進 

緊急度は、管の腐食、上下方向のたるみ、管の破損、クラック等の評価項目で判断し、対策が必要と
されたものについて、その補修等の実施時期を定めるものです。 
 

緊急度Ⅰ：速やかに措置が必要な状態 
緊急度Ⅱ：措置が５年以内に必要な状態 
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若葉台団地 

美田団地 

四季野団地 

平和台団地 

駒木台団地 

図 4-4-2 ストックマネジメント実施地区 

柏市         

埼 

玉 

県  

野田市         

松戸市         
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 4.5 基本目標２ 安心・安全な生活 

 

 
被災者の肉体的・精神的疲労等の健康被害を軽減するために、避難所（小中学校）にマ

ンホールトイレシステムを整備します。 
 

重要な下水道施設の耐震化を図る「防災」

と被災を想定して被害の最小化を図る「減

災」を組み合わせた総合的な対策を推進し

ます。 

これまで、改良土での埋め戻しによる液

状化対策や可とう継ぎ手の設置による管ず

れ防止を行っています。 

また、重要な管路について耐震診断結果

では耐震性能を有していることを確認して

います。 

被災者の肉体的・精神的疲労等の健康被

害を軽減するため、流山市下水道総合地震

対策に沿って、令和２（2020）年度から避

難所にマンホールトイレシステムの整備に

着手し、マンホールトイレ実施計画に基づ

き整備していきます。 

 
表 4-5-1 計画スケジュールと目標 

 
※本表は上下水道局として整備するマンホールトイレだけを示しています。 

 
  

4.5.1 実現方策 2-1 地震対策 
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雨水管理総合計画を策定し、下水道による浸水対策を実施すべき区域や目標とする整

備水準、施設整備の方針等の基本的な事項を定めます。浸水対策として雨水幹線の整備を

行います。 
 

流山市地域防災計画では、浸水被害の防

止を図るため、公共下水道雨水幹線につい

て整備を推進し、河川および公共下水道と

の機能分担により、住宅区域における適切

な雨水排水システムを構築することとして

います。また、雨水貯留施設および浸透施設

の普及促進に努め、民間施設においても雨

水浸透桝や透水性地下埋設管等の活用を指

導するとともに、これら施設の普及を促進

し、雨水の流出抑制の向上に努めることと

しています。雨水幹線の整備として、浸水

（内水）ハザードマップで床下浸水が発生

した大堀川１号幹線の上流区間の整備を行

います。（図 4-5-1） 

 

表 4-5-2 計画スケジュールと目標 

 
 

 
  

4.5.2 実現方策 2-2 浸水対策 

未整備区間 

整備箇所拡大図 

整備済区間 

図 4-5-1 大堀川 1 号幹線事業（雨水） 
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千葉県下水道 BCP 合同訓練に参加し、災害発生時における対応能力の向上を図りま

す。 

 
災害が発生した場合には、行政自身も被

災し、リソース（ヒト、モノ、情報およびラ

イフライン等）等が制約を受けるなか、下水

道機能を回復させていくことが困難となり

ます。 

下水道 BCP は、下水道事業として優先的

に行うべき業務を事前に定め、できるだけ

早い期間で業務の復旧および平常時への復

帰を目的に策定するものです。この計画に

基づき発災時の対応および減災のための対

策の強化を進めます。 

千葉県下水道 BCP 合同訓練において情

報伝達訓練など毎年実施します。 

流山市下水道 BCP の内容は、人事異動等

による体制の変更時の毎年４月に改訂し、

職員の連絡先の変更等に応じて随時改訂し

ます。 

また、本市では災害時など緊急時に役立

つ 「流 山市 安心 メール 」、防 災アプ リ

「Yahoo！防災速報」など住民の皆さんが

正確な情報を入手できるサービスを提供し

ています。 

 
表 4-5-3 計画スケジュールと目標 

 

 
  

4.5.3 実現方策 2-3 災害対策 

- 52 -



 
 第1章 

基本計画策定
にあたって 

第2章 
概要 第3章 

下水道事業の 
現状と評価  

第4章 
基本方針・基本目標
と実現方策 

第5章 
投資計画と財政
収支の見通し 

4.6 基本目標３ 持続的で豊かな環境 

 
 
 
経常収支比率 102.5％（R3）で、今後も 100％以上を維持します。 

経費回収率 94.3％（R3）から 100％（R7）にします。 

将来にわたり持続可能な下水道事業を実

現するため、中・長期的な視点に立った計画

的な建設投資や施設の効率的な維持管理な

どに取り組み、経営の健全化を進めます。 

目標に掲げている２指標は、いずれも経

営の健全度を測る指標であり、適正な使用

料収入の確保および汚水処理費の削減を図

ります。 

流山市下水道事業経営戦略（以降、「経営

戦略」という。）の定期的な事後検証と

PDCA サイクルによる見直しにより、経営

健全化を図ります。今後の投資・財政計画を

踏まえながら適正な使用料体系について検

討し、経営基盤の強化を図ります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
表 4-6-1 計画スケジュールと目標 

 
 

4.6.1 実現方策 3-1 健全な下水道経営の維持向上 

経常収支比率：経常的な費用が経常的な収益によってどの程度賄われているかを示すものです。この比率が高

いほど、経常利益率が良いことを表し、これが 100％未満であることは経常損失が生じてい

ることを意味します。 

｛（営業収益＋営業外収益）/（営業費用＋営業外費用）｝×100 

経費回収率：汚水処理に要した費用に対する下水道使用料による回収率を示すものです。この数値は高いほど

経営健全であり、100％をわずかに上回ることが理想です。 

（下水道使用料収入/汚水処理費）×100 
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将来にわたり、市民の快適な暮らしを支えられるように、技術・知見を身につけるため

の仕組みを維持し、研修に参加し職員の技術水準の向上に努めます。現在、業務の一部を

外部に委託しており、今後とも業務の効率化を図ります。 

 みなさんに快適に下水道を使用していた

だけるように、下水道にたずさわる職員が

計画的に世代交代を行うとともに、必要な

技術や知見などの習得のため外部研修や講

習会に参加しています。研修の内容は、土木

基礎から下水道技術に関する内容まで幅広

く、約 20 件/年あります。 

これまで施設整備や維持管理などに民間

事業者のノウハウを活用してきました。今

後は包括的民間委託についても検討を進め、

事業運営のさらなる効率化を目指します。 

 
表 4-6-2 計画スケジュールと目標 

 
 
  

4.6.2 実現方策 3-2 適正な執行体制の確立 

下水道建設課職員による江戸川第二 

終末処理場での研修 R4.8.19 
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住民と本市が協働で「下水道の見える化」に取り組むため、「ながれやま上下水道だよ

り」の発行と「流山市上下水道展」の開催を続けます。 

 
下水道の役割、重要性、可能性、現状と課

題等について、住民の理解を得られるよう、

住民と本市が協働で「下水道の見える化」を

推進する取り組みとして指標により事業を

評価します。 

また、下水道に係る環境に関する知識を

広げていくため、市民向けの環境学習とな

るような工事見学会やイベントなどを実施

していきます。 

 
表 4-6-3 計画スケジュールと目標 

 

4.6.3 実現方策 3-3 市民の理解と協働の促進 
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